
 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3月のお知らせ 

こんにちは！横浜東部就労支援センターです！登録者のみなさまにセンターからのお知らせをお伝えします。 

ほっとフライデー 
（要予約） 

 

3月 17日(金) 
17時から 19時 

 
 
 
 

 

 

 

 

ほっとフライデーとは 
 
就労中の登録者対象の夜
間相談です。毎月第 3 金
曜日の午後 5 時から 7 時
まで、予約制で実施しま
す。 
 
☆相談を希望される方は
事前に担当者までご連絡
ください。 
 

☆2023年の確定申告について 

申告期間は、2023年 2月 16日(木)〜3月 15日(水)です。 

確定申告するには、確定申告書に必要事項を記載し、税務署

に提出する必要があります。税務署に直接持参する以外に、

郵送や電子申告、さらには税務署の時間外収集箱へ投函など

の方法で提出することも可能です。 

確定申告書の書式は税務署でもらえるほか、インターネット

からもダウンロード・印刷が可能です。 

会社で年末調整ができなかった方や医療費控除の還付申告が

ある方は、忘れずに手続きしてくださいね。 

 

【参照】 

国税庁 確定申告書等作成コーナー 

 

 

横浜東部就労支援センター 

〒221-0045 

横浜市神奈川区神奈川 2-14-17       

加瀬ビル 3 階 301 号室 

TEL:045-450-5181 FAX:045-450-5185 

センター開所時間 

午前 8時 45分～午後 5時 15分 

（土、日、祝祭日休） 

 

 

～来所される方へのお願い～ 

コロナ対策のため、以下の対応をお願いします。 

・マスクを着用しての面談  

・来所時に検温と手指アルコール消毒の実施 

※37.5℃以上の場合は,面談は延期とします。 

・相談は時間短縮で対応させていただきます。 

 

ほっとひとこと 

春と言えば「桜」。横浜のお花見スポットを調べてみました！ 

➀大岡川プロムナード 桜木町・日ノ出町駅 ぼんぼりに照らされ水面

に映る夜桜が美しい！ 

②みなとみらいさくら通り 桜木町駅 3 月 18 日～26 日にはさくらフ

ェスタが開催 

③県立三ッ池公園 横浜駅からバス 横浜で唯一「日本の桜名所 100 選」

に選ばれている場所 

 

長く続いた感染症による自粛も解けつつあります。春のあたたかな風と

自然を感じにお花見に是非行ってみてください。皆さんのおすすめスポ

ットも教えてくださいね。（M.S） 

 

〇新型コロナウィルス感染症対策〇 

3 月 13 日からマスクの着用は個人の判断が基本になります

が、当センターでの面談をする際にはマスクの着用をお願い

致します。 

皆様のご協力よろしくお願いします。 

詳細はこちら 

新感染対策・マスクポスター 

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top%23bsctrl
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001056912.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001056902.pdf

